
　「杜の都・仙台」は、豊かな緑や広瀬川の清流など美しい自然に恵まれ、その素晴らしい環境を、先人の時代より
この地に住まう人々が大切に守り育んできました。
　本市の良好な環境を保全し、将来に確実に継承するためには、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業に
ついて、住民や行政の意見を聴きながら、事業による環境への影響をできるだけ小さくするよう対応を促す「環境
影響評価（環境アセスメント）制度」が、重要な役割を担っています。
　
　仙台市では、平成10年（1998年）12月に「仙台市環境影響評価条例」を制定し、平成11年（1999年）6月から施
行しています。これまで、市街地における大規模建築物や、火力発電所の建設、郊外部での住宅団地の造成や土地
区画整理事業など、さまざまな案件について環境影響評価の手続が行われ、事業の特性や事業予定地周辺の環境
に応じて、必要な環境保全対策を求めてきました。その結果、地域におけるオオタカなどの猛禽類の継続的な繁殖
や、希少な植物種の移植等による保全、市街地における緑のネットワークの形成などにより、環境に配慮した事業
の実現につながっています。
　
　今後とも、環境影響評価制度を的確に運用することにより、杜の都の良好な環境の保全に努めてまいります。

市ホームページで環境影響評価図書を公表する手続（電子縦覧）を導入するなどの条例改正

風力発電所を条例の対象事業に追加

太陽光発電所、火力発電所、地熱発電所、水力発電所を条例の対象事業に追加

石炭火力発電所について、規模を問わず、すべてを環境影響評価手続の対象とするよう条例

施行規則を改正

市域内への石炭火力発電所の立地自粛を促す「杜の都・仙台のきれいな空気と水と緑を守る

ための指導方針」を策定

都心部における大規模建築物に関する環境影響評価制度を改正

（「グリーンビルディングの整備を促進するための方針」を策定）

太陽光発電所について、森林地域を新設し規模要件を見直し

（併せて、「森林地域における太陽光発電事業の環境配慮に関する指導方針」を策定）

　仙台市では、道路、発電所、大規模建築物など２３種の事業を手続の対象としており、対象となる事業者は、事業の計画段階
において、環境への影響について、調査、予測及び評価し、その結果を公表して住民や行政から意見を聴きながら、より環境に
配慮した事業計画を検討します。
　仙台市の条例の特徴としては、法律や宮城県条例と比較して、対象となる事業の範囲が広いこと、事業計画の早期段階に
おいて自然環境等に関する事前調査を求めていること、工事中及び供用後の事後調査の手続を徹底していることが挙げられ
ます。
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＜手続の流れ＞

仙台市の植生や希少な動植物の生息・生育状況をとりまとめた「仙台市自然環境基礎調査」などの既存資料等に基
づき、事業予定地周辺の環境の状況を把握します。
調査結果を踏まえ、「仙台市環境基本計画」（杜の都環境プラン）に示す環境配慮の指針との整合性を確保しなが
ら、立地選定における環境配慮の方針を検討します。

事前調査 【事前調査書】

事前調査の結果を踏まえ、事業予定地周辺の環境や事業の特性に応じて、環境影響評価（調査・予測・評価）する項
目を絞り込みます。

環境影響評価項目の選定 【方法書】

工事中や供用時の環境を調査し、予測・評価結果の検証を行うとともに、必要に応じて追加の環境保全措置を検討
します。

事後調査の実施 【事後調査報告書】

環境影響評価の実施 【準備書・評価書】

〇調査
事業予定地周辺の環境の現況について、既存資料調査や現地調査などを実施します。

〇予測
調査結果を踏まえ、各種の予測式や類似事例などにより、事業による環境への影響について予測します。
隣接する事業等がある場合には、当該事業との複合影響についても予測します。

〇環境保全措置の検討
予測結果に基づき、環境の影響を回避・低減するための対策を検討します。
回避・低減が困難な場合には、事業の実施により損なわれる環境と同等又はそれ以上の環境の創出等
（代償）を行います。

〇評価
以上の結果を踏まえ、環境への影響が最大限に回避・低減又はやむを得ない場合、代償されているかを評価します。
また、環境保全に係る基準や目標との整合についても評価します。

＜事業計画＞ ＜回避＞ ＜低減＞ ＜代償＞
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